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開栓を伴わない供給開始時における前回の消費機器調査結果の活用について 

 

平成 27 年 11 月 18 日 

経 済 産 業 省 

ガ ス 安 全 室 

 

１．検討の背景 

 今般の法改正により、消費機器の調査に関しては、新規参入者を含むガス小売事業者が実

施することとなった。消費機器は需要家が設置するものであり、これまで一般ガス事業者は、

自主保安の一環として、供給開始時においても調査を実施し、その安全性を確認した上で、

ガスの供給を開始してきた。こうした実態を踏まえ、今後ともガス小売事業者がこうした取

組を確実に実施していくよう、第１回の本ＷＧの議論の結果、消費機器の調査に関して「供

給開始時の調査を義務化することが適当」との結論を得たところである。 

 他方、現在一般ガス事業者や簡易ガス事業者は、その供給区域・供給地点内に関しては地

域独占であることから、供給者変更は想定されない。そのため、現行制度において想定され

る供給開始時は、引越しによる入居・転居等によるものであり、物理的な閉開栓を伴うもの

である。そこで、第１回の本ＷＧでは、「仮に物理的な開栓を伴わない供給開始が想定され

る場合には、消費機器の情報引継ぎと整合的なかたちで、別途整理する」としたところであ

る。 

本年 10 月に開催された第 24 回総合資源エネルギー調査会 ガスシステム改革小委員会に

おいて、ガスの小売全面自由化後、単に供給者が変更されるいわゆる「スイッチ」の場合に

は、物理的な閉開栓作業は不要であると整理された。 

さらに、同小委員会において、一般社団法人 日本ガス協会から、需要家利便性の向上や

ガス小売事業者の負荷軽減の観点から、一般ガス導管事業者がガス小売事業者から提供され

た消費機器情報に関して保存し、「スイッチ」時には切替え後のガス小売事業者に対し当該

情報を検索可能とすることが提案されたところである。 

こうした供給者変更時の検討状況を踏まえ、閉開栓を伴わない場合における消費機器の供

給開始時の調査の必要性に関して検討を行うこととする（※１）。 

 （※１）スイッチを円滑に進めるための仕組みに関する検討結果によっては、本資料における結論を

今後変更する可能性がある。 

 

２．論点 

 ガスの小売全面自由化後には、需要家が自由に供給元のガス小売事業者を選択することと

なる。需要家が小売供給契約を新たに締結し、ガス小売事業者を切り替える際には、単に供

給者が変更されるいわゆる「スイッチ」の場合も想定されるが、その場合には先述のとおり、

物理的な閉開栓作業は不要と整理された。 

そのため、「スイッチ」が行われる場合には、小売供給の契約先は変更されるものの、ガ

ス自体は導管を流れ続けており、連続的にガスを使用することが可能であることから、物流
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としては、供給者の切替えを行わない場合と何ら違いはないといえる。 

 さらに、緊急時対応の観点からも、ガス導管事業者が消費機器も含めて緊急時対応を一元

的に実施することとしており、改正法第 159 条第４項の規定により、ガス小売事業者は需要

家の承諾のもと、消費機器調査の結果をガス導管事業者に通知する義務があることから、ガ

ス導管事業者は、供給者変更にかかわらず、前回の消費機器調査の結果を有していることと

なる。そのため、こうした「スイッチ」が行われる際に、あらためてガス導管事業者に対し

消費機器調査結果を情報共有する保安上の要請は高くない。 

他方で、第２回の本ＷＧで整理したとおり、緊急時対応において、ガス小売事業者にも一

定の責務を果たすことを求める観点から、切替え後のガス小売事業者が当該情報を有してい

ることは保安上望ましい。この点、先述のとおり、第 24 回ガスシステム改革小委員会にお

いて、需要家の承諾のもと、一般ガス導管事業者から「スイッチ」による切替え後のガス小

売事業者に対して、前回の消費機器調査結果など保安情報を検索可能とするといった「スイ

ッチングを円滑に進めるための仕組みの検討状況」について説明があったところである。 

そこで、単に供給者が変更される「スイッチ」時においては、ガス小売事業者による再度

の消費機器調査を行うことは求めず、前回調査時を起算点として 40 月後（※２）までに次回調

査を行うこととしてはどうか。 

（※２）なお、産業構造審議会 ガス安全小委員会・液化石油ガス小委員会において、法規間の規制の

整合化の観点から別途審議を行っており、消費機器の調査頻度に関しては、現行の「40 月に１回以

上」から「４年に１回以上」の頻度に整合化する方針が示されている。 

ただし、消費機器の情報は需要家の個人情報に当たるため、その情報提供には需要家がそ

の要否を判断し、承諾を与えることが前提となる。仮に消費機器情報の提供に関して需要家

の承諾が得られず、前回の消費機器調査結果をガス小売事業者が入手できなかった場合には、

「スイッチ」時に消費機器調査を行うこととしてはどうか。 

 なお、危険発生防止周知に関しては、①周知事項として緊急時の連絡先を含んでおり、供

給者変更の際にあらためて周知を行うことが適当であること、②需要家によるガスの安全使

用を促す観点、安全機器への取替え促進の観点から、可能な限り頻度多く周知を行うことが

保安上有効であることから、「スイッチ」時であっても、開栓時と同様に供給開始時の周知

を行うことが適当ではないか。 

また、当該供給開始時の周知を行う際には、消費機器の調査を行う責任が「スイッチ」時

をもって切替え後のガス小売事業者に移管したことを、需要家に対して説明することが必要

ではないか。 
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＜参考３－１＞消費機器の調査結果に係る共有方法（基本イメージ）【検討中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）消費機器調査結果 

（※２）消費機器情報の提供には、需要家がその要否を

判断し、承諾を与えることが前提 

（※３）消費機器の情報提供を行うタイミングは検討中 

 

切替え前の 
ガス小売事業者 

切替え後の 
ガス小売事業者 

ガス導管事業者 ①消費機器情報（※１）の提供 

需要家

③消費機器情報の（※１）提供依頼

小売事業者の「スイッチ」

④消費機器情報（※１）の提供（※３） 

②需要家の承諾（※２） 
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「スイッチング（供給者切替）を円滑に進めるための仕組み」の
検討状況について

平成２７年１０⽉１９⽇

⼀般社団法⼈ ⽇本ガス協会

The Japan Gas Association 別紙
（第24回ガスシステム改⾰⼩委員会 資料８）
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１．基本的考え⽅・検討状況
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＜検討の視点＞

■⼩売全⾯⾃由化後の供給者切替（以下、スイッチング）におけるお客さまの利便性
および各事業者（特に⼩売事業者）の負荷軽減を図る仕組みとする。

■スイッチング業務フローや情報項⽬は先⾏する電気との整合性にも留意する。⼀⽅で、
消費機器保安の存在や、事業者数が多く企業規模も様々であることなど、都市ガス
事業独⾃の特性を反映する。

視点 検討中の内容
お客さまの利便性 ・スイッチ申請⼿続きは新⼩売事業者から可能とする
ガス⼩売事業者の負荷軽減 ・従前の⼩売契約の廃⽌取次をワンストップ化する

・検索可能な需要家情報項⽬を標準化する

■電⼒広域機関のようなスイッチング⽀援システムは構築されないものの、各⼀般ガス導管事業者
のスイッチング業務フローや検索可能情報を標準化することで、同等程度の仕組みを⽬指す

■⼤⼿３社については、個社毎に状況に応じた情報システム対応を⾏う予定（電気のスイッチング
システムを参考に、「託送契約⼿続機能」と「情報検索機能」を装備予定）

＜都市ガス事業の特徴＞
○「消費機器保安」など、電気事業にはない⼩売事業者の業務・情報が存在
○⼀般ガス事業者は206者存在し、企業規模も様々
○ネットワークが全国⼤では繋がっておらず、電⼒の広域機関に相当する組織が存在しない
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２．業務フローのイメージ（①電気のスイッチング・低圧）
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出所：「電力広域的運営推進機関」発足にあたっての事前説明会（2015年2月16日開催）資料をもとに作成
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２．業務フローのイメージ（②ガスのスイッチング・家庭⽤）
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■電気と同様のフローとし、広域連携機関が担う「⼩売A・B間の廃⽌取次連携」機能は、⼀般ガス導管事業者が⾏う予定
※従前の⼩売契約の解約に伴い発⽣する費⽤などの諸調整は、お客さまと⼩売Aとの間で⾏う

（スイッチング開始申請後に解約トラブルが⽣じないよう、⼩売Ｂは申請時にお客さまに確認を⾏うことが望ましい）
※円滑な廃⽌取次業務は、⼩売事業者の協⼒も得ることで、初めて実現される
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廃止取次
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３．検索可能な情報項⽬（①電気のスイッチング）

■⼩売事業者は、住所や供給地点特定番号をキーに、「⑨使⽤量情報」を除いた情報を検索可能
（お客さまの申し出に基づいて、検索することを可能としており、スイッチング成⽴までは⽒名・電話番号など
の個⼈情報はマスキングされる）

■「⑨使⽤量情報」の検索には、お客さまの承諾および本⼈確認書類の提⽰に基づき、新⼩売事業者から
開⽰申込書の提出が必要

情報項⽬ 概要

①供給地点特定番号 設備情報・使⽤量情報の閲覧・取得にあたり、対象供給地点を
⼀意に特定する識別番号

②供給地点住所 供給地点の場所情報（引込柱番号・計器番号）

③通電状況等 電気使⽤の有無及び使⽤廃⽌中の場合、廃⽌措置の状況を提供

④供給⽅式 供給電気⽅式（例：単相３線式１００／２００Ｖ）

⑤契約電⼒・電流・容量 託送契約における契約電⼒・電流・容量

⑥設置計器 設置計器に関する諸情報（例：遠隔通信機能有無）等

⑦⾃家発連系有無 ⾃家発電設備の系統連携有無

⑧検針⽇ 検針基準⽇及び照会⽇を基準とする直前（直後）の検針⽇

⑨使⽤量情報 直近１３ヶ⽉分の電⼒使⽤量等
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３．検索可能な情報項⽬（②ガスのスイッチング）

■電気と同様の情報項⽬を検索可能とする予定（詳細検討中）。その他、現在、託送情報センターで提
供している情報も検索可能とする⽅向

■「⑧使⽤量情報」「⑨保安情報」の検索には、お客さまの承諾および本⼈確認書類の提⽰を必要とする
予定（その他の情報項⽬については、個⼈情報の取り扱いを含め、お客さまの承諾および本⼈確認書類
の提⽰の要否について検討中）

■「⑨保安情報」は、緊急時対応に有益な情報として、導管事業者が⼩売事業者から提供された時点の
情報

情報項⽬ 概要

①供給地点特定番号 設備情報・使⽤量情報の閲覧・取得にあたり、対象供給地点を
⼀意に特定する識別番号

②供給地点住所 供給地点の場所情報

③開閉栓状況 ガス使⽤の有無（開栓／閉栓）

④供給圧⼒ 送出地点における圧⼒等

⑤メーター号数 託送契約におけるメーター号数

⑥設置計器 設置計器に関する諸情報（例：負荷計測器）等

⑦検針⽇ 検針基準⽇及び照会⽇を基準とする直前（直後）の検針⽇

⑧使⽤量情報 直近１３ヶ⽉分のガス使⽤量等

⑨保安情報 法定調査対象機器に関する情報等
（例：メーカー・型式・製造年⽉、直近の法定調査実施⽇・調査結果）



© 2015 The Japan Gas Association7

＜参考＞保安情報（2015年9⽉24⽇ 第２回保安対策WG資料より）

（１）緊急時におけるガス⼩売事業者の連携・協⼒
②需要家の消費機器の設置状況等に係る情報提供

ガス導管事業者が有効に応急措置を⾏うためには、消費機器・警報器の設置状況など、応
急措置に有効な消費機器等に関する情報（※）を把握しておく必要がある。そのため、ガス⼩
売事業者は改正法第159 条第４項の規定により、需要家の承諾のもと、消費機器調査の結
果をガス導管事業者に通知することとしており、緊急時対応に有益な情報に関して、その使⽤
⽬的を限定した上で、ガス導管事業者に提供することが必要ではないか。

（※）応急措置に有効な消費機器等に関する情報は具体的には以下のとおり。
①消費機器に関する情報

・法定の消費機器調査の結果
・ガスの供給停⽌に配慮が必要な消費機器
（24時間稼働の消費機器、ガスの供給停⽌前に対応が必要な消費機器） 等

②警報器に関する情報
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４．まとめ
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■お客さま・他事業者さまとの連携が必要な「スイッチングの仕組み」は、全⾯⾃由化に
向けた実務⾯での重要な検討項⽬の⼀つと認識しています。

■現段階では詳細制度内容は未確定であるものの、ある程度想定を置きながら、⼤
⼿３社を中⼼にスイッチング業務フロー等の検討に着⼿しています。

■引き続き、各⼀般ガス事業者の企業規模や業務遂⾏体制等の実態を考慮しつつ、
円滑な⼿続きとなる仕組みの標準化を検討してまいります。


